
● 平成24年10月、長崎県対馬市において、国内で
初めて確認された。対馬市以外ではこれまでに巣
や個体が７地域（福岡県北九州市、宮崎県日南市、
長崎県壱岐市、大分県大分市、山口県防府市、福
岡県福岡市、福岡県糟屋郡）で確認されている。

● 環境省の調査では、対馬以外の
地域では定着は確認されていない。

● 体は全体に黒っぽく腹部の先端がオレンジ色。体
長は、女王バチ30㎜、オス24㎜、働きバチ20㎜程度。

● オオスズメバチのように蜜蜂の巣は襲わず、
巣箱の前でホバリングして、帰巣してきた蜜蜂を
空中で捕獲する。

● 樹木の高い位置に営巣することが多いのが特徴。

12.外来種であるツマアカスズメバチへの対応

ツマアカスズメバチの特徴

● ツマアカスズメバチは蜜蜂を多量に捕食することから、その防除は養蜂振興上も重要。
● 農林水産省では、養蜂家にツマアカスズメバチに関する情報を提供するとともに、注意喚起を実施。
また、環境省にツマアカスズメバチの生息に関する情報を提供するため、養蜂家からの情報の提供を依頼。

● 環境省はツマアカスズメバチを特定外来生物※に指定し移動等を規制するとともに、定着している長崎県
対馬市での防除を進める他、効果的防除手法の開発や九州・本州への分布拡大を警戒した調査・防除を実施。

長崎県対馬市
平成24年10月

福岡県北九州市
平成27年９月

宮崎県日南市
平成28年５月

山口県防府市
令和元年11月

長崎県壱岐市
平成29年９月～11月

平成30年５月

国内におけるツマアカスズメバチの確認事例

※外来生物法（環境省・農水省）に基づく指定。同法では、生態系

被害の防止については環境大臣が、農林水産業被害の防止につい
ては環境大臣及び農水大臣が主務大臣となっている。

福岡県福岡市
令和４年５月～

福岡県糟屋郡
令和４年５月～

大分県大分市
平成30年10月

13



令和７年度予算額 219百万円（前年度219百万円）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．蜂群配置調整適正化⽀援
① 蜂群配置調整の適正化に向けた環境整備のため、蜂群の位置情報や蜜源
植物の植栽状況の実態把握、樹⽊を中⼼とした蜜源植物の植栽・管理などの取
組、耕蜂連携による蜜源植物の定着化に向けた実証を⽀援します。

② 適正な蜂群配置調整の参考となる優良事例の調査・分析、蜜源植物の位置
や植物の種別、蜂群の位置情報をはじめとする関連データを蓄積・活用するた
めの検討会の開催や地図データの作成を支援します。また、飼育届に付帯す
る蜜源・採蜜成績等をデジタルデータ化した上で、蜂群数、気象等との相関を
分析する取組を支援します。

２．花粉交配⽤昆⾍の安定確保⽀援
① 園芸産地において、花粉交配⽤蜜蜂を養蜂家と連携して安定的に確保する協⼒
プランの作成や蜜蜂の適切な管理技術、他の花粉交配⽤昆⾍による代替技術の
実証等を⽀援します。また、特定外来⽣物であるセイヨウオオマルハナバチから在来
種マルハナバチへの転換実証を⽀援します。

② 養蜂家による花粉交配⽤蜜蜂群の供給体制を強化するための蜂群の低温管理
技術の導⼊や冬期間の管理技術の実証などの取組を⽀援します。

３．飼養衛⽣管理技術向上⽀援
ダニの防除⼿法を中⼼とした飼養衛⽣管理、蜜蜂への負荷の少ない輸送⽅法の

検討、蜜蜂の飼養管理の⾼度化・省⼒化のための技術の普及などの取組を⽀援しま
す。

養蜂等振興強化推進事業の実施による課題の解決養蜂等振興強化推進事業の実施による課題の解決

＜対策のポイント＞

養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、蜂群配置調整の適正化やダニの防除⼿法を中⼼とした飼養衛⽣管理技術の普及に向けた
取組を⽀援します。また、花粉交配⽤昆⾍の安定確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来種マルハナバチの利⽤拡⼤、健全な蜂群の供給に向け
た技術導⼊の取組を⽀援します。

＜事業目標＞

○ 蜜源植物の植栽面積拡大や適正な蜂群配置調整、ダニ被害低減による蜂群数増加（21万5千群［令和元年度］→30万群［令和11年度ま
で］）

○ セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの転換の加速化

［お問い合わせ先］（１、2②、３の事業）畜産局畜産振興課（03-3591-3656）
（２①の事業） 農産局園芸作物課（03-3593-6496）

＜事業の流れ＞ 国 協議会、⺠間団体等
定額

○ 蜜源植物の植栽⾯積が減少傾向で推移する中、蜜蜂の飼養⼾数は趣味養蜂の普及
もあって増加しており、⼀部では飼養者間での蜂群配置に関するトラブルも発⽣。

○ 農薬や熊による被害を避けるよう蜂群の飼養場所に変更の必要が生じても、十分
な蜜源を確保することが困難。

○ 都道府県による適正な蜂群配置調整を求める声が高まる中、県等が蜜源植物の
植栽の状況や蜂群の配置に関する詳細な情報を把握できる仕組みの整備が必要。

養蜂等を取り巻く課題

○蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利⽤
○花粉交配⽤昆⾍の安定確保による施設園芸の
体制強化

事業実施により⽬指す姿
○ 養蜂家の所得増加と地域の活性化
○ 蜜蜂の飼養衛⽣管理技術の向上等
による養蜂経営の安定

○ 蜂群配置調整の適正化による蜜源の有効利⽤
○ 花粉交配⽤昆⾍の安定確保による施設園芸の
体制強化

○ 近年の天候不順等により花粉交配用蜜蜂の供給が不安定な傾向にあることから、
園芸産地と養蜂家の連携等による花粉交配用蜜蜂の安定確保が必要。

○ 施設トマト等の花粉交配に利用されているセイヨウオオマルハナバチは平成18年
に特定外来生物に指定されており、平成29年には「セイヨウオオマルハナバチの代替
種の利用方針」を定めており、在来種マルハナバチへの転換加速化が急務。

○ ダニ被害軽減のため、ダニ駆除剤の適正使⽤等、飼養衛⽣管理の⾼度化が必要。
○ 養蜂家の⾼齢化や⼈⼿不⾜などが進展する中で、省⼒化のための技術普及が必要。

13．養蜂等振興強化推進事業について
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１ 「業として蜜蜂の飼育を行う者（養蜂業者）」の範囲の拡大及び明確化

養蜂業者の範囲を拡大し、蜜蜂等を譲渡していなくとも、反復継続して蜜蜂を飼
養していれば養蜂業者であると整理した。また、例外の範囲から趣味養蜂の記述を
削除し、その範囲を試験研究用又は自家用の個人に限定した。

（改正局長通知の抜粋）
法第３条第１項に規定する「業として蜜蜂の飼育を行なう者」とは、 反復継続して蜜蜂の飼育を行う

者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。
ただし、試験研究の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等
を自家用に供するため飼育する個人を除く。

都道府県による養蜂業者に対する立入検査については、積極的に実施すべき旨を
明確化した。

（改正畜産振興課長通知の抜粋）
都道府県は、本法の施行に必要な限度であれば、養蜂業者の事務所や事業所に立入検査を行うことがで

きます。立入検査を行うかどうかの判断については、各都道府県に委ねられますが、本法への違反が疑わ
しく、必要があると認める場合は、積極的に実施するべきと考えます。

２ 養蜂業者に対する立入検査

（参考１）養蜂振興法の施行について
（農林水産省畜産局長通知）のポイント①
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３ 飼育届の提出後の蜂群配置調整

「蜜蜂飼育届・飼育変更届」の様式に、「本届出受理後に、養蜂振興法第８条に
基づき、都道府県が、蜂群配置調整等の必要な措置を講じる」旨を追記し、都道府
県が届出者に対し、「届出の受理は、蜜蜂の飼養の許可ではなく、都道府県による
蜂群配置調整を受ける場合がある」旨を周知徹底することを可能とした。

（蜜蜂飼育届・飼育変更届の抜粋）
【提出に当たっての留意事項】

養蜂振興法第８条第１項の規定に基づき、都道府県は、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確
な実施を図るため、蜂群配置に係る調整等の必要な措置を講じるものとされており、蜜蜂の飼育を行うに
当たっては、周辺の蜜蜂飼育者と配置調整が必要となる場合があります。本届出の提出後、同法第８条第
２項の規定に基づき、都道府県から、蜂群配置に係る調整等のため特に必要があると認めるときは、蜜蜂
の飼育の状況等に関し、必要な協力を求められることがあります。

４ 花粉交配用蜜蜂等の重要性の明確化

都道府県が蜂群配置調整において重視すべき事項として、法第１条の規定を踏ま
え、①花粉交配用蜜蜂の安定供給、②国民への甘味資源の提供、③蜜源植物の保護
増殖に関する取組みを特に勘案すべき旨を明記した。

（参考１）養蜂振興法の施行について
（農林水産省畜産局長通知）のポイント②
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（参考２）蜜蜂の適切な飼育等の周知
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